
2023年度（令和５年度） 

第２回 中国地区英語教育学会 理事会 議事録 

 

日 時：2024（令和 6）年 3月 11–13 日（メール審議）, 3月 13–20 日（メール審議：追加） 

出席者：猫田英伸（会長，島根）小山尚史（副会長，岡山），山根正樹（副会長，鳥取），小橋雅彦（岡山），

樋口慎一（岡山），服部真弓（島根），青山聡（鳥取），千菊基司（広島），西原貴之（広島），山内

優佳（広島），岩中貴裕（山口），高橋俊章（山口），山口一成（山口），篠村恭子（事務局，島根），

竹野純一郎（学会誌編集委員長；オブザーバー） 

欠席者：なし 

 

審議に先立ち、猫田英伸会長より書面にて挨拶があった。 

 

【協議事項】 

１． 第 55回中国地区英語教育学会（島根研究大会）について 

島根県 猫田英伸理事（大会実行委員長）より［資料 1］［資料 2］に基づき、「(1) １次案内について（日

程案）」「(2) 特別講演 講演者について」「(3) 特別講演 講演者への謝金について」の提示があり、原案

の通り承認された。 

□ 資料 1：１次案内について（日程案） 

□ 資料 2：特別講演 講演者について 

□ 資料 2：特別講演 講演者への謝金について 

 

２． 第 56回中国地区英語教育学会について 

篠村恭子事務局長より［資料 3］に基づいて「2025-2027年度の中国地区英語教育学会の担当ローテーシ

ョンの変更」について提案され、原案の通り承認された。山口県 高橋俊章理事より［資料 3］に基づい

て、「第 56回研究大会について」が提案され、原案の通り承認された。 

□ 資料 3：2025-2027年度の中国地区英語教育学会の担当ローテーションの変更について 

□ 資料 3：第 56回研究大会について 

 

３． 2025-2026年度 役員（案）について 

猫田英伸会長より、［資料 4］に基づき「2025-2026 年度 役員（案）」について提示があり、原案の通り

承認された。 

□ 資料 4：2025-2026年度 役員（案） 

 

４． 2025-2026年度 会長・副会長（案）について 

猫田英伸会長より、［資料 5］に基づき「2025-2026 年度 会長・副会長（案）」について提示があり、原

案の通り承認された。 

□ 資料 5：2025-2026年度 会長・副会長（案）について 

 

 



５． 学会誌編集委員会からの提案 

竹野純一郎学会誌編集委員長より、［資料 6］［資料 7］［資料 8］に基づき、「(1) 『中国地区英語教育学

会誌』第 54号の学会賞候補の提案」「(2) 『中国地区英語教育学会誌投稿・執筆要項規程』の修正案」「(3)  

2024年度査読委員の追加」について提案がなされ、原案の通り承認された。 

□ 資料 6：『中国地区英語教育学会誌』第 54号の学会賞候補の提案について 

□ 資料 7：「中国地区英語教育学会誌投稿・執筆要項規程」の修正案 

□ 資料 8：2024年度査読委員の追加について 

 

６． その他 協議事項【追加】：課題研究フォーラム担当者の旅費・宿泊費の支給について 

篠村恭子事務局長より、［（追加）資料 13］に基づき、「課題研究フォーラム担当者の旅費・宿泊費の支給」

について提案がなされ、原案の通り承認された。 

□ （追加）資料 13：課題研究フォーラム担当者の旅費・宿泊費の支給について 

 

【報告事項】 

１． 学会誌編集委員会からの報告 

竹野純一郎学会誌編集委員長より、［資料 9］［資料 10］［資料 11］に基づき、「2023年度 CASELERs採

択者について」「『日本語引用文献リストの書式』『2023年版 CASELE論文原稿テンプレート（ワード形

式）』一部修正について（ページ間の表記方法の変更）」「外国語の著者名をカタカナおよび英語の表記す

る場合とその姓名順について」報告があった。 

□ 資料 9：2023年度 CASELERs 採択者について 

□ 資料 10：「日本語引用文献リストの書式」「2023年版 CASELE論文原稿テンプレート（ワード形 

式）」一部修正について（ページ間の表記方法の変更） 

□ 資料 11：外国語の著者名をカタカナおよび英語の表記する場合とその姓名順について 

 

２． 第 49回全国英語教育学会の日程及び課題研究フォーラム（1年目）担当者について 

篠村恭子事務局長より［資料 12］に基づいて「第 49回全国英語教育学会の日程及び課題研究フォーラム

（1年目）担当者について報告があった。 

□ 資料 12：第 49回全国英語教育学会の日程及び課題研究フォーラム（1年目）担当者について 

 

３．その他 

特になし 

 

 

 

 


